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子ども・子育て支援整備交付金の 

内示取り消しについて 
 

本市では平成 30 年度に実施した大日小こどもルーム建設工事の財源とするた

め、子ども・子育て支援整備交付金の交付申請をしておりましたが、本来、交付

内示後に着工すべきところを内示前に着工したことにより、内示が取り消され交

付金が不交付となりました。 

これにより、国・県交付金分の 2,213 万 5 千円を一般財源から支出いたしまし

た。 

※子ども・子育て支援整備交付金は、放課後児童対策の推進を図るため、放課後児童クラブ

（こどもルーム）事業を実施するための施設の整備に対し、国・県から交付されるものです。 

 

１．内示取り消しによる影響額 

国交付金：1,770 万 8 千円 県交付金：442 万 7 千円  計 2,213 万 5 千円 

 

２．経緯 

 当初の整備予定 ：平成 30 年 7 月契約、8 月着工 

実際の契約・着工：平成 30 年 5 月 31 日契約、6 月 1 日着工 

国の交付金内示日：平成 30 年 6 月 28 日 

 早期着工した背景 

 ・大日小こどもルームは定員を大きく超えていたことから増設整備を計画す

ることとなったが、この間、代替措置として地元自治会館を借用した。こ

のため、関係者に与える不便を一刻も早く解消したかったこと。 

 ・加えて 4 月当初に建設業の働き方改革の通知を受け、建設業の週休 2 日制

の導入による工期延長の懸念も考慮し、契約、着工を早めることとした。 

 

３．事務処理誤りの原因 

交付金の不交付を招いた事務上の要因としては、本交付金における事務連絡

及び県説明会資料における留意事項等を見過ごしたこと、及び保育所整備など

類似の交付金等において、内示前着工が禁止されていないものもあり、部内の

決裁過程において、「内示前着工により不交付になる」との認識がなかったこと

があげられます。 
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４．再発防止策 

担当部署においては、今後、同様の事態が生じないよう、国・県からの通知

の確認や説明会等の復命についても徹底いたします。 

また、組織全体での再発を防止するため、次の対策を施し、事務処理に遺漏

がないよう改めて徹底を図ります。 

 

・財政担当部長発出の予算執行方針通知に、国・県補助金の申請手続きにつ

いての項目を追加 

・予算執行担当部署から契約担当課へ契約依頼する際の契約依頼書の備考欄

に、国・県等の補助金の有無を記載するよう様式化 

 

 

 問い合わせ 

健康こども部保育課 

☎ ０４３－４２１－２２３８ 


